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第１章  共通事項 

 

１－１．一般事項 

１．適用範囲 

 本事業は仕様書、及び市の指示に準拠し実施する。 

２．設計図書の優先順位 

 設計図書の優先順位は、契約時追加変更事項、設計図書の順位とする。 

３．疑義 

 設計図書に明記のない場合、又は疑義を生じた場合は、市と協議を行う。又、設計図書に明記な

くとも外見上、構造上当然必要と認められるものについては、市の指示に従わなければならない。

但し４．設計変更とはならない。 

４．設計変更 

 市の希望により設計変更を生じた場合は、原則として予め見積書を提出し、承認を得た上で変更

作業を実施すること。尚、その場合の価格の増減は契約時の単価及び市の承認する数量にて行ない、

経費などは、契約時の率で増減する。 

５．官公庁その他への手続き 

 作業上必要な諸官公署その他への手続きは、請負者にて遅滞なく行う。それに必要な費用は、本

事業に含む。 

６．発生材の処理 

 発生材のうち、特記により引き渡しを要するものは指示された場所に整理の上、調書を添え市に

引き渡す。又、納入物品の梱包材等の処理は受託業者の責任において、関係法令に従い適切に処理

を行う。それに必要な費用は、本事業に含む。 

７．後片付け 

 事業完成に際しては、当該事業に関連する部分の後片付け及び清掃を行なう。 

 

１－２．実施工程書等 

１．実施工程表 

 事業に先立ち実施工程表を作成し、市の承諾を受ける。実施工程表に変更の必要を生じ、その内

容が重要な場合は変更実施工程表を速やかに作成し市の承諾を受ける。 

 

１－３．作業報告書 

１．作業報告書は、つぎの内容を記録し、作業ごとに市に提出するものとする。 

（１） 日時、天候、作業内容および場所 

（２） 作業の人員、職種および時間 

（３） 記事（作業上、記録し残しておくべき事項、その他） 

（４） 使用機器（主要なもの） 

 

１－４．機器及び材料 

１．機器及び材料 

 機器及び材料（以下「機材」という）はすべて新品として市の検査を受けて合格したものとする。

又、「ＪＩＳ」及び「ＪＥＭ」「ＪＥＣ」の規格品と指定された機材はそれぞれに規格証明書を添付

する。機器には、事業年度、事業名、品名、型式、納入年月日、納入業者、その他市の指示項目を

明記した銘板を付けるものとする。 
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２．機材の搬入 

 機材の搬入場所は笛吹市内とし、搬入ごとに、その機材が設計図書に定められた条件に適合する

ことを確認し必要に応じ証明となる資料を添えて文章にて速やかに市へ報告する。 

3．機材の検査 

 市の検査は、機材種別ごとに行なう。但し、軽易な機材については省略することがある。又、試

験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することを証明出来ない場合は、機材試験を行

なう。 

4．機材検査に伴う試験 

 試験方法は、ＪＩＳ、ＪＥＭ、ＪＥＣなどに定めのある場合は、それによる。試験が完了したと

きは、その試験成績表を速やかに市に提出する。 

 

１－５．提出書類 

１．請負者は、契約後、速やかに次の図書を市に提出し、承諾を受けるものとする。 

（１）機器性能仕様書 

（２）賃貸借機器一覧 

（３）緊急連絡体制表 

２．請負者は、機器導入に必要な関係官庁への申請書または届出図書が必要な場合、速やかに作成す

るものとする。 

３．請負者は、つぎの図書を一括ファイルし、完成図書として市に提出するものとする。 

（１）承諾を求めたすべての図書 

（２）検査成績書 

（３）取扱説明書 

（４）その他市が必要と認める書類 

 

１－６．設備特記 

１．各機器は、保守点検が容易に行える構造のものであり、修理・交換等にあたり、人体に危険 

 を及ぼさないよう配慮したものであること。 

２．取り扱い上、特に注意を要する箇所については、その旨を表示すること。 

 

１－７．ハードウェア保証 

１．本事業の完成後１年以内に機材の不良もしくは、導入時の取扱い不備などによる事故等の不都合

が生じた場合は、請負業者の負担で速やかに無償修理、交換を行うこと。 

 

１－８．保守対応 

１．県内にサービス拠点を持ち、利用開始から１年間は標準サポートを行い、その後は有償によりサ

ポートを行えること。 

 

１－９．その他 

１．請負者は申請が必要な商品については市と相談の上、申請作業を行うこと。 
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第２章  概 要 
 

２－１．事業の目的 

ひとり一台パソコンの更改にあたり、必要となるハードウェアの賃貸借。 

 

 

２－２．事業の概要 

本事業にて導入する機器、製品は以下のとおりとする。 

詳細については、第3章を参照のこと。 

 

 

No 機器名称 数量 

1 ラップトップパソコン 559 

 

 

２－３．基本要件 

性能要件については、第3章ハードウェア仕様に基づく参考製品と同等以上の性能を有

すること。 

基本的に入札時点での最新機種を採用すること。採用しない場合には、その理由を示す

こと。 

採用するハードウェアは、同規模以上のシステムでの導入実績があること。 

他の事業者においても、市場で調達可能なハードウェアであり、受注者が独占的に供給

するハードウェアでないこと。 

受注者が動作保証できるハードウェアであること。 

ハードウェアは、中古ではなく、新品とすること。 

 

 

２－4．納品期間 

    セットアップに時間を要することから、納期は二段階の納期とし、令和8年9月30日までに

300台を納品し、残りの全量を10月30日までに納品とする。 

 

 

２－5．利用期間（リース期間） 

令和8年11月1日から令和13年3月31日（53ヶ月） 

 

 

２－6．納品場所 

情報システム課の指示する場所へ納品すること。 
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２－7．支払方法 

支払については月払いとし、使用した月の翌月10日までに請求書にて請求すること。 

請求書受領後30日以内に支払うものとする。 

 

 

２－8．機器の返却 

利用期間終了後、ハードウェアを返却する際の回収及び処分費用については、本契約に含まれ

るものとする。また、利用期間終了後、契約を更新し、利用期間の延長をした場合も同様とする。 

なお、受注者は、総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」に基づき、機器を庁舎外へ持ち出す前に、庁舎内において機器内の情報を復元困難な状態

に消去するものとする。 

 

 

２－9．その他 

その他必要となる事項については担当職員と協議すること。  
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第３章 ハードウェア仕様 
 

No 機器 数量 仕様 

1 ラップトップ 

パソコン 

559 概

要 

ラップトップパソコン（色は黒、グレー、シルバーのいずれかに統一すること） 

Dell Pro 16 [モデル：PC16250] 型番指定 

詳

細 

下記に詳細構成を示す。 

 

【基本仕様】 

項目 仕様 

OS Windows 11 Pro（64bit版）であること。 

ディスプレイ 

15.6 インチ以上 16 インチ以下とし、解像度は FHD（1920×1080）または WUXGA（1920×1200）であるこ

と。 

※ノングレア（非光沢）パネルが望ましい。 

CPU Intel Core Ultra 5 225U 相当以上であること。 

メモリ 16GB 以上（増設または交換可能であることが望ましい）。 

ストレージ SSD 256GB 以上（NVMe接続であることが望ましい）。 

 

 

【ネットワーク】 

項目 仕様 

有線 LAN 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T に準拠した有線 LAN ポートを 1 ポート以上有すること。 

無線 LAN 
Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）対応の内蔵無線 LAN モジュールを有すること。 

※下位互換として IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax にも対応していることが望ましい。 
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No 機器 数量 仕様 

 

【インターフェース】 

項目 仕様 

HDMI ポート 1 ポート以上有すること。 

USB ポート 

USB Type-A ポートを 2 ポート以上有すること。 

USB Type-C ポートを 1 ポート以上有すること。 

USB Type-C ポートのうち、少なくとも 1 ポートは Thunderbolt 4（40Gbps）に対応していること。 

Power Delivery（PD）によって AC電源供給を行う場合は、給電用ポートとは別にデータ通信用の USB Type-C

ポートを 1 ポート以上有すること。 

USB Type-C ポートは抜き差し頻度が高く物理的負荷が想定されるため、モジュラー式または交換可能な構造であるこ

と。 

その他 ヘッドホン／マイクコンボ端子を 1系統以上有すること。 

 

 

【マルチメディア】 

項目 仕様 

カメラ 
フル HD（1920×1080）解像度のWeb カメラを内蔵し、IR（赤外線）カメラによる顔認証（Windows Hello 対

応）が可能であること。 

マイク 本体内蔵マイクを有し、Web 会議用途に十分な感度と性能を備えること。 

スピーカー 
ステレオスピーカーを内蔵していること。 

※音声出力が左右の分離感を持って明瞭に聞き取れること。 

 

 

【入力装置】 

項目 仕様 

キーボード 
日本語配列（JIS）テンキー付きであること。 

また、Copilot キー（Copilot ボタン）を備えていること。 

ポインティングデバ

イス 

タッチパッドを備え、Windows標準のマルチジェスチャー操作に対応していること。 

※外付けマウスは不要。 
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No 機器 数量 仕様 

 

【セキュリティ】 

項目 仕様 

TPM TPM 2.0（ハードウェアモジュール）を内蔵していること。 

 

 

【保守・サポート】 

項目 仕様 

保守 メーカー標準保守（購入時に標準付帯する保守サービス）で構わないが、1 年以上の保守期間が付帯していること。 

 

Office製品は不要。 

 

 


